
 

 

泉大津市有価物集団回収助成金交付要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、市民が集団で自主的に資源ごみを回収した場合に助成金の交付

を行い、もってごみの減量化、資源再利用、環境美化及び廃棄物処理行政に対する

市民意識の向上を図ることを目的とする。 

（対象者） 

第２条 助成金の交付対象となる団体は、市内の自治会、子ども会、婦人会、老人会

等の営利を目的としない団体であって、次の各号のいずれにも該当するものでなけ

ればならない。 

(1) 一年度において６回以上、有価物集団回収を行う団体であること。 

(2) あらかじめ市長の登録を受けていること。 

(3) あらかじめ市長の登録を受けた有価物の回収を業とする者（以下「回収業者」

という。）に引き渡すこと。 

（登録又は変更） 

第３条 前条第２号の市長の登録を受けようとするものは、有価物集団回収実施団体

登録申請書（様式第１号）により市長に提出しなければならない。 

２ 前項に規定する団体（以下「登録団体」という。）は、名称又は代表者の登録事

項に変更があった場合は、有価物集団回収実施団体登録変更届出書（様式第２号）

により、市長に届け出なければならない。 

（登録団体の登録抹消） 

第４条 市長は、登録団体が回収業者に対し２年以上対象品目の引渡しのない場合は、

登録を抹消することができる。 

（回収業者の登録又は変更） 

第５条 市長の登録を受けようとするものは、有価物集団回収業者登録申請書（様式

第３号）により市長に申請しなければならない。 

２ 市長は、前項の申請書を審査し、その内容が適当と認めるときは、有価物集団回

収業者登録決定通知書（様式第４号）により通知する。 

３ 回収業者は、名称又は代表者の登録事項を変更したときは、有価物集団回収業者



 

 

登録変更届出書（様式第５号）により、市長に届け出なければならない。 

（回収業者の登録抹消） 

第６条 市長は、回収業者が登録団体に対し２年以上回収実績のない場合、又は虚偽

の申請その他不正行為を行った場合は、登録を抹消することができる。 

２ 回収業者は、前項の規定により登録の抹消を受けたときは、直ちに有価物集団回

収業者登録決定通知書を市長に返納しなければならない。 

（対象品目） 

第７条 助成金の交付対象となる品目は、次のとおりとする。 

(1) 新聞 

(2) 雑誌（雑がみを含む。） 

(3) ダンボール 

(4) 紙パック 

(5) 古布 

（助成金の交付額） 

第８条 助成金は、回収基本金として、予算の範囲内において、回収した有価物１キ

ログラム当たり７円以内を交付する。 

２ 前項の回収基本金のほか、回収量に応じて、次の回収参加金を交付する。 

(1) 回収量が半期につき２０トン未満の団体 

半期の回収参加金 ９千円 

(2) 回収量が半期につき２０トン以上の団体 

半期の回収参加金 １万５千円 

（助成金の交付申請及び決定） 

第９条 助成金の交付を受けようとする団体の代表者は、有価物集団回収助成金交付

申請書（様式第６号）に市指定取引伝票（様式第７号）を添えて、市長に提出しな

ければならない。 

２ 前項の申請書の提出時期は、次の表のとおりとする。 

区   分 交付申請時期 

前期分（３月から８月まで） ９月 

後期分（９月から翌年２月まで） ３月 



 

 

３ 市長は、第１項の申請があったときは、その内容を審査し、その内容が適当と認

めたときは、有価物集団回収助成金交付決定通知書（様式第８号）により通知する

ものとする。 

（助成金の返還） 

第１０条 市長は、交付決定通知を受けたものが次の各号のいずれかに該当するとき

は、交付額の決定の一部又は全部を取り消し、既に交付した助成金の一部又は全部

の返還を命ずるものとする。 

 １ この要綱の規定又はこの要綱の規定に基づく市長の指示に違反したとき。 

２ 助成金の交付の内容に違反したとき。 

３ 虚偽又は不正の手段により助成金の交付の決定を受けたとき。 

（委任） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長

が別に定める。 

   附 則 

 この要綱は、平成３年６月１日から施行する。 

   附 則 

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の泉大津市有価物集団回収助成金交付要

綱第５条、様式第２号及び様式第４号の規定は、平成６年前期分に係る助成金から適

用する。     

   附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正前の泉大津市有価物集団回収助成金交付要綱の様式により作成した用紙等

で残存するものについては、当分の間、所要の調整を行った上、改正後の泉大津市

有価物集団回収助成金交付要綱の様式により作成した用紙等とみなす。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、公布の日から施行し、平成１１年前期分に係る助成金から適用する。 



 

 

（経過措置） 

２ 改正前の泉大津市有価物集団回収助成金交付要綱の様式により作成した用紙等

で残存するものについては、当分の間、所要の調整を行った上、改正後の泉大津市

有価物集団回収助成金交付要綱の様式により作成した用紙等とみなす。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正前の泉大津市有価物集団回収助成金交付要綱の様式により作成した用紙等

で残存するものについては、当分の間、所要の調整を行った上、改正後の泉大津市

有価物集団回収助成金交付要綱の様式により作成した用紙等とみなす。 

附 則 

この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和４年２月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正前の泉大津市有価物集団回収助成金交付要綱の様式により作成した用紙等

で残存するものについては、当分の間、所要の調整を行った上、改正後の泉大津市

有価物集団回収助成金交付要綱の様式により作成した用紙等とみなす。 


